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令和８年２月５日 国自物第299号 

 

 

地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業費補助金 実施要領 

 

第１ 目的 

この実施要領は、地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業費補助金（以下「補

助金」という。）交付要綱（以下「交付要綱」という。）第３条に掲げる事業の実施に関して必

要な細目等を定めることにより、地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上を図ることを目

的とする。 

 

第２ 事業内容 

補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金を活用して、間接補助

事業を実施する者（以下「間接補助事業者」という。）に対する補助金（以下「間接補助金」とい

う。）を交付する事業（以下「補助事業」という。）を実施するものとする。 

 

第３ 補助金の交付事業 

（１）交付の対象となる事業及び経費  

間接補助金の交付の対象となる事業（以下「間接補助事業」という。）は、別表第１第１欄

及び第２欄に掲げる事業とし、補助事業者は、これらに要する経費のうち、同表第３欄に掲げ

る経費（以下「間接補助対象経費」という。）について、補助金の範囲内において間接補助金

を交付する。 

 

（２）間接補助金の交付の申請者 

間接補助金の交付を申請できる者は、地域の産業団体・経済団体や荷主、物流事業者（貨物

自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者、航

空運送事業者又は倉庫業者をいう。以下同じ。）、地方公共団体等をはじめ、国土交通大臣（以

下「大臣」という。）および補助事業者が適当と認める者で構成される協議会等とする。 

 

（３）間接補助金の交付額の算定方法 

間接補助金の交付額は、別表第１第５欄に掲げる方法により算出するものとする。 

 

（４）補助事業の実施体制等 

補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行うための

体制を整えなければならない。 

ア 間接補助金交付先の公募及び説明会の開催等による周知 

イ 間接補助金の交付（交付申請書の審査から間接補助金の支払までを含む。） 

ウ 間接補助金の交付決定を受けた者（以下「間接補助事業者」という。）の指導監督 

エ 間接補助事業に対する問合せ等への対応 

オ 間接補助事業者の事業実施内容のとりまとめ 
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カ 上記に関する付帯業務 

 

（５）交付規程の内容 

交付要綱第22条の間接補助金の交付手続等に係る交付規程は、交付要綱第４条から第21条

までに準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項を記載するものとする。 

 

（６）間接補助金交付先の採択等 

  間接補助金交付先の採択は、国土交通省物流・自動車局長と協議の上、行うものとする。 

 

（７）間接補助事業の表示 

補助事業者は、間接補助事業により整備された設備及び機械器具には、国土交通省補助事業

である旨を明示するよう、間接補助事業者に指示しなければならない。 

 

（８）間接補助事業の指導監督 

① 補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補助事業の

適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともに、それにより得た情報を適

時適切に大臣に報告するものとする。 

② 補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれ

があると認められる場合には、大臣に速やかに報告するとともに、その指示を仰ぎ、間接補助

事業者に対して必要な改善を指導するものとする。 

 

（９）間接補助事業者からの返還額等の取扱 

大臣は、交付要綱、この実施要領又は交付規程に基づき、間接補助事業者から間接補助金の

全部又は一部に相当する額の返還又は納付があったときは、補助事業者に対し、これを国庫に

返還又は納付させることがある。 

 

（10）事務費の中間検査 

    国土交通省は、上半期（交付決定日から９月末日）の補助事業の執行に要する事務費につい

て、額の中間検査を行うものとする。 

 

第４ 指導監督 

（１）補助事業の適正な実施の確保 

   大臣は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、補助事業者による補助事業の実施

に関し、この実施要領に基づき指導監督を行う。 

 

（２）補助事業完了後において従うべき条件 

   大臣は、間接補助事業が次の条件に適合していないと認められる場合には、間接補助事業者

に対して条件に適合するよう指示をすることができる。 

① 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）については、補助事業者が別に定める様式による取得財産等管理台帳を
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備え、間接補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、間接補助

金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

② 間接補助事業者は、取得財産等のうち機械及び重要な器具で、取得又は効用の増加価格

が一個又は一組50万円以上のもの及びその他大臣が定める財産については、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）を勘案して、大臣が別に定

める期間を経過するまで、補助事業者の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）を

行ってはならない。 

 

第５ その他 

補助事業者は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に疑義が生じたと

き、交付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱等に記載のない細部については、

大臣に速やかに報告し、その指示に従うものとする。 

 

   附 則 

１ この実施要領は、令和８年２月５日から施行する。 
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別表第１ 

１ 間接補助

事業の区分 

２ 間接補助事

業の内容 

３ 間接補助対

象経費 
４ 基準額 ５ 交付額の算定方法 

地域の事業者

間連携を通じ

た物流生産性

向上推進事業 

【検討経費】 
①地域の物流リ

ソースの可視化

等に必要な調

査・分析 
②協議会の運営 
 
【資機材等経
費】 
①競合企業間・

異業種間の共同

配送 
②陸・海・空の新

モーダルシフト 
③中継輸送等 
の取組を行う際

の経費や資機材

等の導入経費 
 

事業を行うため

に必要な工事費

（本工事費、付帯

工事費、機械器具

費、測量及試験

費）、設備費、業務

費及び事務費並

びにその他必要

な経費で補助事

業者が承認した

経費（間接補助対

象経費の内容に

ついては、別表第

２に定めるもの

とする。） 

 

補助事業者

が必要と認

めた額 

ア 総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額を算出す

る。 

イ 第３欄に掲げる間接補助対象

経費と第４欄に掲げる基準額と

を比較して少ない方の額を選定

する。 

ウ 検討経費については、アによ

り算出された額とイで選定され

た額とを比較して少ない方の額

を交付額とし、算出された額が

25 百万円を超える場合は、交付

額を25百万円とする。また、資

機材等経費については、アによ

り算出された額とイで選定され

た額とを比較して少ない方の額

に２分の１を乗じて得た額を交

付額とし、算出される額が50百

万円を超える場合は、交付額を

50 百万円とする。なお、算出さ

れた額に 1,000 円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 
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別表第２ 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内  容 

 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(直接工事費) 

材料費 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

(間接工事費) 

共通仮設費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、

これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この

材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資

料（経済調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の 

時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業

実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付するこ

と。 

 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件

費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交

通の２省が協議して決定した「公共工事設計労務単価

表」を準用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他 

事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根

拠となる資料を添付すること。 

 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の

費用をいう。 

① 特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用

料及び派出する技術者等に要する費用）、 

② 水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電

力電灯使用料及び用水使用料）、 

③ 機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に

要する経費（材料費、労務費を除く。）） 

 

 次の費用をいう。 

① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、

移動に要する費用、 

② 準備、後片付け整地等に要する費用、 

③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要す

る費用、 

④ 技術管理に要する費用、 

⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用 
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設備費 

 

 

 

整備費 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付帯工事費 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

測量及試験費 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備費  

 

 

 

整備費 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費

であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信

交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考

に決定する。 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法

定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をい

い、類似の事業を参考に決定する。 

 

 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要

最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じ

て算定すること。 

 

 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その

他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、

修繕及び製作に要する経費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、

実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。ま

た、間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、

実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれ

に要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をい

い、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施

設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請

負費又は委託料の費用をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入

並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費を

いう。 

 

 事業を行うために必要な土地及び施設等の整備に

要する経費をいう。 

 

事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステ

ム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する

経費をいう。また、間接補助事業者が直接、調査、設

計、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要

する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交
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事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により

調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において

は請負費又は委託料の費用をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保

険料、賃金、報酬・給料・職員手当（地方公共団体に

おいて会計年度任用職員へ支給されるものに限る）、

諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃

借料、消耗品費及び備品購入費をいい、内容について

は別表第３に定めるものとする。 

 事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対し、

次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額

の合計額の範囲内とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号 

 

区       分 

 

率 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

5,000万円以下の金額に対して 

 

６．５％ 

 

２ 

 

5,000万円を超え１億円以下の金額に対して 

 

５．５％ 

 

３ 

 

１億円を超える金額に対して 

 

４．５％ 
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別表第３ 

１区分 ２費目 ３細目 ４細分 ５ 内  容 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険料 

 

 

 

 

賃金 

報酬・給料・

職員手当 

 

 

諸謝金 

 

 

 

旅費 

 

 

 

需用費 

 

 

 

役務費 

 

 

委託料 

 

 

 

 

使用料及 

賃借料 

 

 

 

消耗品費 

備品購入 

 

 

社会保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費 

 

 

 

通信運搬費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料

をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわかる資

料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な労務者に対する給与をいい、雇用目的、内容、人

数、単価、日数及び金額がわかる資料を添付するこ

と。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な諸謝金をいい、目的、人数、単価、回数が分かる

資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、

回数及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る

経費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な郵便料等通信費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な業務の一部を外注する場合に発生する特殊な技

能又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。 

 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な会議に係る会場使用料（借料）をいい、目的、回

数及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

 

 この費目から支弁される事務手続のために必要

な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の

購入のために必要な経費をいい、使途目的、品目、

単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。 

 


